
日本年金機構の業務の実績評価に関する法令の規定等 

 

 

○日本年金機構法（平成１９年法律第１０９号） 

 

（各事業年度に係る業務の実績に関する評価） 

第３６条 厚生労働大臣は、機構の事業年度ごとの業務の実績について、評価

を行わなければならない。 

２ （略） 

 

 

（社会保障審議会への諮問） 

第５２条 厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、社会保障審議会に諮問しな

ければならない。 

一 （略） 

二 第３６条第１項又は第３７条第２項の規定による評価を行おうとすると

き。 

三 （略） 

 

 

 

 

第１１回社会保障審議会年金事業管理部会 
平 成 ２ ７ 年 ７ 月 １ ６ 日  

資料４ 

（参考）各事業年度に係る業務の実績に関する報告書について 

（平成２２年６月１１日厚生労働省年金局長通知（年発第４号）） 

 

 日本年金機構法（平成１９年法律第１０９号）第３６条第１項の規定に基づき、

厚生労働大臣が日本年金機構（以下「機構」という。）の事業年度ごとの業務の実

績を評価するに当たり、機構から提出すべき報告書について下記のとおり定めたの

で通知する。 

 

記 

 

 機構は、事業年度の終了後３月以内に、当該事業年度の年度計画に定めた項目ご

とにその実績を明らかにした報告書を厚生労働大臣あてに提出するものとする。 


